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横浜市自立生活安定化支援事業業務委託

5 25

1.1 業務実績 1 5

1.2 事業目的と効果の妥当性 1 5

1.3 生活保護受給者に対する現状・課題の理解度 2 10

1.4 コスト 1 5

9 45

2.1 支援スタッフの体制 3 15

2.2 支援スタッフの経験等 3 15

2.3 支援スタッフの育成・研修 3 15

16 80

2 10

3 15

2 10

1 5

3 15

3 15

1 5

3.3 業務上の連携 1 5

6 4

4.1 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
の策定

1 1

4.2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づ
く一般事業主行動計画の策定

1 1

4.3

次世代育成支援対策推進法による認定の取得（くるみん
マーク）、女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律に基づく認定の取得、又は、よこはまグッドバランス賞の
認定の取得

1 1

4.4 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユースエー
ル認定の取得

1 1

1 1

5 障害者雇用促進法に基づく法定雇用率2.5%の達成 1 1

1 1

6.1
健康経営銘柄、健康経営優良法人（大規模法人・中小規
模法人）の取得、又は、横浜健康経営認証のAAAクラス若
しくはAAクラスの認証

1 1

37 156合計

達成しているか(従業員40人以上)、又は障害者を１人以上雇用しているか(従業員40人未満)

取得している、または認定されているか。

５　障害者雇用に関する取組事項

取得している、または認証を受けているか。

６　健康経営に関する取組

3.2 自立生活安定化支援

ア　体験アパートの必要性を理解しているか。また、そこで実施する生活支援により、一般アパート等への転居が期待できるか。

イ　提案された家計相談支援やアフターフォロー等のプログラム内容は、地域での自立生活継続が期待できるものか。

ウ　提案された取組みにより、地域での自立した生活の継続が期待できるか。

区福祉保健センター、その他関係機関との連携、支援要請に対する即応性や効果的な業務遂行

４　ワーク・ライフ・バランスに関する取組事項

(従業員101人未満の場合)策定し、労働局に届出ているか。

（従業員301人未満の場合)策定し、労働局に届出ているか

いずれかを取得している、または認定されているか。

３　支援に関する事項

3.1 転居支援

ア　生活保護受給者の転居支援を取り巻く課題を踏まえたうえで、物件の情報収集やスムーズな転居に向けた仲介業者等との連携が期待できるか。

イ　保証会社の利用や緊急連絡先の確保が期待できるか。また、 家主や仲介業者等から緊急連絡が入った時に十分に対応できるか。

ウ　対象者との信頼関係構築について、対象者の状態像を踏まえたうえでの支援方法や手順について具体的な提案がされているか。

エ　提案された取組により一般アパート等への転居促進が期待できるか。

評価点＝重み×評価　　評価：Ａ（５点）、Ｂ（４点）、Ｃ（３点）、Ｄ（２点）、Ｅ（０点）
※４、５、６の評価項目については、評価を１点満点とする。A（１点）、B(０点）

【提案書評価表】

No. 評　価　項　目 評価事項（評価基準） 重み
上限
配点

１　基本事項

生活困窮者に対する相談支援業務実績は本事業の目的達成に十分か。

何を目的に事業を行い、どのような効果が得られると考えているのか。また、それらは妥当か。

簡易宿泊所や無料低額宿泊所、法定位置づけのない施設を居所としている生活保護受給者の現状を理解しているか。また、本人の状況像に応じた転居支援・生活支援の必要性と課題
の認識及び取組方針は妥当か。

提案内容と概算見積のバランス

２　実施体制に関する事項

支援スタッフの配置は想定される業務量に対して十分か。スタッフの急な退職・休業等への対応策は考えられているか。

統括責任者は転居支援員・自立生活支援員に対してアドバイスできるだけの業務経験を有しているか。
転居支援員及び自立生活支援員はそれぞれ相談援助業務の経験及び必要な知識・資格を有しているか。

支援スタッフが本市の関係機関や寿地区の地域特性、生活保護受給者の状況等を理解し、自立に向けた転居支援・生活支援を行うために必要な知識・技術力を高めるための研修機能
は十分か。
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A Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

5 25 16.0%

1.1 特に優れている 優れている 問題はない 不十分な点がある 妥当でない 1 5 3.2%

1.2 特に優れている 優れている 問題はない 不十分な点がある 妥当でない 1 5 3.2%

1.3 特に優れている 優れている 問題はない 不十分な点がある 妥当でない 2 10 6.4%

1.4 特に優れている 優れている 問題はない 不十分な点がある 妥当でない 1 5 3.2%

9 45 28.8%

2.1 特に優れている 優れている 問題はない 不十分な点がある 妥当でない 3 15 9.6%

2.2 特に優れている 優れている 問題はない 不十分な点がある 妥当でない 3 15 9.6%

2.3 特に優れている 優れている 問題はない 不十分な点がある 妥当でない 3 15 9.6%

16 80 51.3%

ア　物件の情報収集や仲介業者
等との連携

特に優れている 優れている 問題はない 不十分な点がある 妥当でない 2 10 6.4%

イ　保証会社や緊急連絡先の確保
と対応

特に優れている 優れている 問題はない 不十分な点がある 妥当でない 3 15 9.6%

ウ　対象者との信頼関係構築 特に優れている 優れている 問題はない 不十分な点がある 妥当でない 2 10 6.4%

エ　一般アパート等への転居促進 特に優れている 優れている 問題はない 不十分な点がある 妥当でない 1 5 3.2%

ア　体験アパートの必要性の理解
と生活支援による転居促進

特に優れている 優れている 問題はない 不十分な点がある 妥当でない 3 15 9.6%

イ　プログラムの実施による自立
生活の継続

特に優れている 優れている 問題はない 不十分な点がある 妥当でない 3 15 9.6%

ウ　地域での自立した生活の継続 特に優れている 優れている 問題はない 不十分な点がある 妥当でない 1 5 3.2%

3.3 特に優れている 優れている 問題はない 不十分な点がある 妥当でない 1 5 3.2%

4 4 2.6%

4.1
策定し、労働局に届出てい
る（従業員101人未満の場
合のみ加算）

策定していない、又は策定
しているが従業員101人以
上

1 1 0.6%

4.2
策定し、労働局に届出てい
る（従業員301人未満の場
合のみ加算）

策定していない、又は策定
しているが従業員301人以
上

1 1 0.6%

4.3 取組がなされている 取組がなされていない 1 1 0.6%

業務上の連携

従業員101人以上のため、加算の対象とならず。

取組がなされていないため、加算の対象とならず。

取組がなされていないため、加算の対象とならず。

比重

１　基本事項

２　実施体制に関する事項

３　支援に関する事項

上限
配点

重み

支援スタッフの体制

支援スタッフの経験等

支援スタッフの育成・研修

コスト

評　　価　　項　　目

事業目的と効果の妥当性

生活保護受給者に対する現状・課題の理解

度

【評価】

No.

3.2

４　ワーク・ライフ・バランスに関する取組事項

業務実績

次世代育成支援対策推進法に基づく認
定（くるみんマーク、プラチナクルミンマー
ク）の取得

3.1

転

居

支

援

次世代育成支援対策推進法に基づく一
般事業主行動計画の策定（従業員101人
未満の場合のみ加算）

女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律に基づく一般事業主行動計画
の策定（従業員301人未満のみ加算）

自
立
生
活

安
定
化
支
援
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4.4 取組がなされている 取組がなされていない 1 1 0.6%

1 1 0.6%

5

達成している（従業員40人
以上）、又は障害者を１人以
上雇用している（従業員40
人未満）

達成していない（従業員40
人以上）、又は障害者を１人
以上雇用していない（従業
員40人未満）

1 1 0.6%

1 1 0.6%

6.1 認定若しくは認証を受けて
いる。

認定若しくは認証を受けて
いない。

1 1 0.6%

36 156 100.0%

A＝重み×５点 B＝重み×４点 Ｃ＝重み×３点 Ｄ＝重み×２点 Ｅ＝重み×0点

６　健康経営に関する取組

取組がなされていないため、加算の対象とならず。

健康経営銘柄、健康経営優良法人（大規
模法人・中小規模法人）の取得、又は、横
浜健康経営認証のAAAクラス若しくはAA
クラスの認証

女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律に基づく認定（えるぼし）の取
得

取組がなされていないため、加算の対象とならず。

取組がなされていないため、加算の対象とならず。

※ただし「4 ワークライフバランスに関する取組、「5　障害者雇用に関する取組」,及び「6　健康経営に関する取組」についてはＡ＝重み×１点 B＝重み×０点とする

５　障害者雇用に関する取組事項

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率
2.5％の達成

合計
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